
“困った”ときはご相談ください！

○生活保護世帯、市民税非課税世帯、ひとり親世帯には、減額料金を設定しています○

まずはお電話などで
ご相談・お問い合わせ
ください。

→利用申請書の提出

持ち物リストを
お渡しします。
利用当日まで
ご準備ください。

利用決定
通知書を送付。

→
お約束の時間まで、
保護者様が施設へ
お送りください。→

後日、納付書を
送付しますので、
料金をお支払い
ください。

→

お問い合せ
酒田市こども未来課（こども家庭センター「ぎゅっと」）
TEL : 0234-24-0981     Mail : mirai@city.sakata.lg.jp

宿泊を伴う出張。
こどもをどうしよう

保護者の
心や身体の
不調…

●２歳未満の児童
鶴岡乳児院

（鶴岡市道形町49番6号）

●２歳以上の児童
七窪思恩園

（鶴岡市下川字窪畑1番地288）

・保護者の疾病、身体・精神の不調
・育児疲れ、育児不安
・出産、看護、事故など家庭の事情
・冠婚葬祭、出張など社会的な事情

※１ トワイライトの料金は年齢にかかわらず一律です。
※２ 平日夕方から翌朝までの預かりになる場合、基本分に加えて宿泊分の料金がかかります。

宿泊型（原則７日以内） 日帰り型

実施施設

①相談・申請

利用の流れ

②利用決定 ③利用 ④支払い

…

★こちらは、基本分の利用時間です。宿泊分と休日
預かりの時間は、保護者様と相談の上、ご案内します。

・夜間の勤務などにより、平日の夕方から
夜（または翌朝）にかけて不在になるとき

・休日出勤などにより、
土日祝日の日中に不在になるとき


